
No, 大分類 小分類

1 ①明石公園について 明石公園について

3
枯木等の伐採
について

5
ソーニング図B(案)

について

6
令和６年度工事実
施予定箇所につい

て

7
みんなのみらい
ミーティング開催
結果報告について

8 ⑤その他 その他

・樹木伐採に係る周知をそこまでする必要があるか疑問。あらかじめ原則を決めて、例外の場合のみ対応すれば足りるのではないか。（柴田委員）

・枯木にだけつく珍しい昆虫もいるため、人に危害を及ぼさない限りは伐採しなくても良いのではないか。（柴田委員）
・県は、法令等で規定されていない植物や動物の保全・観察に取り組んでいる方々の意見を再確認すべき。（村上委員）
・明石公園では植物史研究会や野鳥の会等が調査をされている。そのデータ等をもとに重要な樹木等をリストアップし課題があれば協議すべき。樹木医等を含む専門家の方々
とチームのような形で対応できる仕組みがあれば良い。（丸谷委員）
・剛の池付近の森をどうしていくかについて、パークマネジメントプラン等の中で位置づけて考えていきたい。（首藤委員）
・剛の池付近の森を子供たちと管理していければと考えている。（丸谷委員）

・公園入口正面が舗装により車椅子やベビーカーが通りやすくなることは非常に喜ばしい。（飯塚委員）
・バリアフリーのガイドライン等に基づいて計画的に整備していただきたい。（赤澤会長）
・草で石垣が見えない等の不明箇所が出ないように気をつけていただきたい。（村上委員）

特に意見等なし

・他の県立都市公園の取組事例も参考に進めていただきたい。（赤澤会長）
・インクルーシブ遊具の設置により、利用しやすくなった。市立図書館跡地にもそういった場所があればより利用しやすくなり、優しいまちづくりにつながるのではと考え
る。（飯塚委員）

④活性化

主な意見

・歴史が長く利用が活発であるほど、文化財、自然環境、利用のバランスをとることは難しいため、公園利用者の意見を聞きながら進めていくことが大切である。（赤澤会
長）

前回（R６.８.１）の管理運営協議会の振り返り

③自然環境保全

・公園管理や運営のあり方を計画的に定め、合意形成することが大切。（赤澤会長）

・ゾーニング図B内の文言を植物から動植物に変更した方が良いのではないか。（柴田委員）

2
②県立都市公園のあ
り方検討会明石部会
における協議事項

振り返り

・あり方検討会における議論から当協議会の設置に至るまでの経緯を再認識すべき。（丸谷委員）
・当協議会で協議すべき内容や、当協議会の位置づけ等を整理していただきたい。（村上委員）
・委員として選ばれた理由を教えていただきたい。（飯塚委員）
・みんなのみらいミーティングと管理運営協議会の位置づけ等を明確にしていただきたい。（柴田委員）

・みらいミーティングのメンバーが固定化しないように明石公園にまだ関わっていない人の存在も意識して取り組むべき。（赤澤会長）

・鳥の営巣木であっても倒木の危険がある以上は、一定期間だけであっても、枯木を残すにはある程度無理することが必要。（赤澤会長）
・安全措置を施し、鳥の営巣期間だけでも枯木を残す等、公園の安全と生態系の保護が両立できる仕組みを検討いただきたい。（丸谷委員）
・公園管理において一番大切なことは、公園利用者の安全安心を確保することであり、そのために必要ならば公園管理者の責務として樹木伐採の判断を行う必要がある。（田
中まちづくり部参事＜園芸公園協会常務理事＞）
・今の発言は、あり方検討会設置前に戻りかねないとの危機感がある。樹木医等含め専門的知識を有する人と必ず確認していただきたい。（丸谷委員）
・樹木伐採は計画的に実施することが基本であるため、普段から公園利用者の声を収集しておくべき。樹木育成の視点も含め、樹木の管理方法について規定しておくべき。
（赤澤会長）

4
明石公園における
考え方の一部変更

について


